
品川区太陽光発電システム設置助成事業実施要綱 

 

制定 平成２３年３月１４日区長決定 

要綱第２０号 

改正 平成２４年３月２８日区長決定 

要綱第６２号 

改正 平成２５年３月２６日区長決定 

要綱第５２号 

改正 平成２５年８月 １日部長決定 

要綱第１２７号 

改正 平成２６年３月２８日区長決定 

要綱第４３号 

改正 平成２７年３月３１日区長決定 

要綱第３８７号 

改正 平成２８年３月３１日区長決定 

要綱第１６５号 

改正 平成３０年２月２７日区長決定 

要綱第１５号 

（目的） 

第１条 

この要綱は、品川区（以下「区」という。）において太陽光発電システム(以下「機

器」という。)を設置する区民、事業者等に対し、設置に要する経費の一部を助成し、

地球温暖化対策の推進および環境保全の意識啓発を図るとともに、再生可能エネルギ

ーの導入を促進することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。 

（１）区民 区の区域内（以下「区内」という。）に住所を有する者をいう。 

（２）事業者等 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項に規定す

る中小企業者に該当しない会社を除く団体または個人であって、別に定めるも

のをいう。 

（３）家庭用 区民が機器を区内の自己の居住用途に供する個人住宅部分で使用するこ

とをいう。 

（４）業務用 事業者等が機器を区内の事業所、従業員等の居住の用に供する住宅、不

動産賃貸業に係る建築物等（以下「事業所等」という。）で使用することをい

う。 

（５）対象機器 別表に掲げる家庭用または業務用の機器および付属機器をいう。 

（６）設置事業 家庭用または業務用に対象機器を設置する事業をいう。 



（７）小売電気事業者 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条第１項で定め

られた、一般の需要に応じ電気を供給する事業者をいう。 

 

（助成対象者） 

第３条 この要綱に基づく助成の対象者（以下「助成対象者」という。）は、次の各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定める要件を備えているものとする。 

（１）家庭用に設置事業を実施する区民で次の要件を満たす者であること。 

（ア）住民税を滞納していないこと。 

（イ）未使用の機器を設置した住宅に居住すること。 

（ウ）設置事業の対象住宅の所有者または賃借人(設置事業について所有者の承諾を

得ている者に限る。)であること。 

（エ）設置事業について過去にこの要綱に基づく助成金その他これに類するものを

受けている者でないこと。 

（オ） 区分所有建物に設置する対象機器が当該建物に係る所有者全員の共有に属す

る場合は、当該建物における建物の区分所有等に関する法律（昭和３７年法律

第６９号）第２５条第１項の管理者または同法第４７条第２項の管理組合法人

であること。 

（カ） 小売電気事業者との電力受給契約における電力受給開始日が助成金の交付を

受けようとする年度の４月１日以降であること。 

（２）業務用に設置事業を実施する事業者等で次の要件を満たす者であること。 

（ア）法人事業税その他の税を滞納していないこと。 

（イ）法令等および公序良俗に反していないこと。 

（ウ）設置事業の対象となる事業所等の所有者または賃借人(設置事業について所有

者の承諾を得ている者に限る。)であること。 

（エ） 設置事業について過去にこの要綱に基づく助成金その他これに類するものを

受けている事業者等でないこと。 

（オ） 小売電気事業者との電力受給契約における電力受給開始日が助成金の交付を

受けようとする年度の４月１日以降であること。 

 

（助成の要件） 

第４条 この要綱に基づく助成は、未使用の対象機器を区内の建物に新規に設置した場

合（既存の対象機器の一部として増設する場合を除く。）に行うものとし、対象機

器の種類および要件、助成の対象となる経費ならびに助成金の額は、別表のとおり

とする。 

２ 前項の助成金の額に１，０００円未満の端数があるときまたはその全額が１，００

０円未満であるときは、その端数または全額を切り捨てる。 

３ 前２項の規定にかかわらず、助成対象者が、同一事業に対し、区以外の者からの助

成金の交付を受けており、助成金交付額の合計額が助成対象経費を上回る場合につい



ては、前２項による額から当該上回る額を控除して得た額をもって助成金の額とする。 

 

（助成金の交付申請） 

第５条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、小売電気事業者による電力受給

契約後、電力受給開始日以降に、品川区太陽光発電システム設置助成金交付申請書（第

１－１号様式、第１－２号様式または第１－３号様式）に、必要書類を添えて、別に

定める期間内に区長に申請しなければならない。 

 

（助成金の額の確定および助成金の交付の決定） 

第６条 区長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、助成要件に適合する

と認めるときは、助成金の額を確定するとともに、助成金の交付を決定された者（以

下「助成決定者」という。）として決定し、その旨通知するものとする。 

２ 前項の場合において、区長は、必要があると認めるときは、決定前に実地に調査を

行うものとする。 

 

（申請内容の変更） 

第７条 助成決定者は、第５条に係る内容を変更しようとするときは、あらかじめ品

川区太陽光発電システム設置助成金交付決定内容変更申請書（第２－１号様式、第２

－２号様式または第２－３号様式）により区長に申請しなければならない。 

２ 区長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、助成要件に適合すると認

めるときは、これを承認する。 

 

（申請の取下げ） 

第８条 助成決定者は、第６条の決定後、第５条の申請を取り下げるときは、直ちに品

川区太陽光発電システム設置助成金交付申請取下届出書（第３－１号様式、第３－２

号様式または第３－３号様式）により区長に届け出るものとする。 

 

（助成金の請求） 

第９条 助成決定者は、品川区太陽光発電システム設置助成金交付請求書（第４－１号

様式、第４－２号様式または第４－３号様式。以下「助成金交付請求書」という。）

により助成金を請求するものとする。 

 

（助成金の交付） 

第１０条 区長は、前条の助成金交付請求書に基づき、助成金を交付するものとする。 

 

（管理および報告） 

第１１条 助成金の交付を受けた者は、対象機器を善良なる管理者の注意をもって管理

しなければならない。この場合において、対象機器が損傷し、または滅失したときは、



その旨を書面により直ちに区長に届け出なければならない。 

 

（交付決定の取消しおよび助成金の返還等） 

第１２条 区長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付

決定を取り消すものとする。 

（１）虚偽その他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。 

（２）この要綱の規定または助成に付された条件に違反したとき。 

２ 区長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、速やかに助成決

定者に通知する。 

３ 区長は、助成金の交付を受けた者が、前条の規定による届出をした対象機器を処分

したときまたは前項の規定により助成金の交付決定が取り消されたときは、助成金の

全部または一部について返還を求めることができる。 

 

（委任等） 

第１３条 この要綱の施行について必要な事項は、別に都市環境部長が定める。 

 

付 則 

この要綱は、平成２３年４月１日から適用する。 

付 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から適用する。 

付 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から適用する。 

  付 則 

この要綱は、平成２５年８月１日から適用する。 

付 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から適用する。 

  付 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から適用する。 

  付 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から適用する。 

付 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から適用する。 


